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広島県広島市中区紙屋町一丁目３番８号 

株 式 会 社   広 島 銀 行 

取 締 役 頭 取  清 宗  一 男 

 



(単位:百万円)
金　　　　　　額 金　　　　　　額

2,576,507 8,751,198
現 金 74,060 553,631
預 け 金 2,502,446 5,324,059

5,899 82,277
6,525 29,715
7,577 2,190,484

商 品 有 価 証 券 1,376 24
特 定 金 融 派 生 商 品 6,200 571,004

29,815 343,834
1,669,030 229,457

国 債 500,424 448,183
地 方 債 263,935 4,848
社 債 283,258 4,848
株 式 108,034 1,198,104
そ の 他 の 証 券 513,376 1,198,104

6,965,573 2,714
割 引 手 形 16,366 761
手 形 貸 付 89,304 1,952
証 書 貸 付 6,140,821 51
当 座 貸 越 719,080 70,868

11,468 271
外 国 他 店 預 け 9,248 1,727
買 入 外 国 為 替 673 4,705
取 立 外 国 為 替 1,546 1,662

116,945 1
未 決 済 為 替 貸 1 31,031
前 払 費 用 1,048 124
未 収 収 益 5,579 511
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 511 315
金 融 派 生 商 品 8,803 30,517
金融商品等差入担保金 38,762 1,110
そ の 他 の 資 産 62,238 110

104,713 759
建 物 31,793 307
土 地 54,820 13,241
リ ー ス 資 産 483 37,956
建 設 仮 勘 定 1,122 11,102,747
その他の有形固定資産 16,493

8,222 54,573
ソ フ ト ウ エ ア 5,961 30,634
その他の無形固定資産 2,260 30,634

50,226 343,334
6,980 40,153

37,956 303,181
△ 36,864 別 途 積 立 金 289,604

繰 越 利 益 剰 余 金 13,577
428,543

1,386
908

26,993
29,288

457,831
11,560,579 11,560,579

科　　　　　　目 科　　　　　　目

貸 借 対 照 表（2022年３月31日現在）

( 資 産 の 部 )
現 金 預 け 金

コ ー ル ロ ー ン
普 通 預 金
当 座 預 金

預 金
( 負 債 の 部 )

買 入 金 銭 債 権
特 定 取 引 資 産

金 銭 の 信 託
有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返

資 本 金

貸 倒 引 当 金

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計
純 資 産 の 部 合 計
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
土 地 再 評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
その他有価証券評価差額金
株 主 資 本 合 計

( 純 資 産 の 部 )
負 債 の 部 合 計
支 払 承 諾
再評価に係る繰延税金負債
固 定 資 産 解 体 費 用 引 当 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金

利 益 剰 余 金
資 本 準 備 金

資 本 剰 余 金

株 式 給 付 引 当 金
ポ イ ン ト 引 当 金
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

そ の 他 の 負 債
資 産 除 去 債 務
リ ー ス 債 務
金 融 商 品 等 受 入 担 保金
金 融 派 生 商 品
給 付 補 填 備 金
前 受 収 益
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 決 済 為 替 借

そ の 他 負 債
信 託 勘 定 借

未 払 外 国 為 替
売 渡 外 国 為 替

外 国 為 替
借 入 金

借 用 金
特 定 金 融 派 生 商 品

特 定 取 引 負 債
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金
売 現 先 勘 定
譲 渡 性 預 金

そ の 他 の 預 金
定 期 積 金
定 期 預 金
通 知 預 金
貯 蓄 預 金



(単位:百万円)

113,403
74,676

貸 出 金 利 息 57,046
有 価 証 券 利 息 配 当 金 13,177
コ ー ル ロ ー ン 利 息 24
預 け 金 利 息 2,066
そ の 他 の 受 入 利 息 2,361

178
24,560

受 入 為 替 手 数 料 6,827
そ の 他 の 役 務 収 益 17,733

641
商 品 有 価 証 券 収 益 37
特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 603

6,670
外 国 為 替 売 買 益 1,988
国 債 等 債 券 売 却 益 4,681
金 融 派 生 商 品 収 益 0

6,676
償 却 債 権 取 立 益 0
株 式 等 売 却 益 5,925
そ の 他 の 経 常 収 益 750

90,520
3,939

預 金 利 息 837
譲 渡 性 預 金 利 息 41
コ ー ル マ ネ ー 利 息 △ 10
売 現 先 利 息 317
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 69
借 用 金 利 息 443
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 1,517
そ の 他 の 支 払 利 息 721

10,185
支 払 為 替 手 数 料 2,199
そ の 他 の 役 務 費 用 7,985

11,912
国 債 等 債 券 売 却 損 11,912

51,612
12,871

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 10,933
貸 出 金 償 却 952
株 式 等 売 却 損 343
株 式 等 償 却 527
そ の 他 の 経 常 費 用 113

22,882
8,357

1,321
7,035

2,429
183

2,245
28,811

6,417
1,733

8,150
20,660

金　　　　　　　　額

損 益 計 算 書
2021年４月１日から

　2022年３月31日まで

経 常 収 益
科　　　　　　　　目

資 金 運 用 収 益

信 託 報 酬
役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

法 人 税 等 合 計

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

当 期 純 利 益

固 定 資 産 処 分 益
退 職 給 付 信 託 返 還 益

固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額



 

個別注記表 
 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等

を利用して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定

時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取

引からの損益を損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、

スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額

により行っております。 

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券及び

金銭債権等については前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品について

は前事業年度末と当事業年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 

 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

（1）有価証券の評価は、売買目的有価証券（特定取引を除く）については時価法（売却原価は移動平

均法により算定）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会

社・子法人及び関連法人等の株式等については移動平均法による原価法、その他有価証券について

は時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については、

移動平均法による原価法により行っております。 

 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

（2）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託について

は時価法、運用目的以外の金銭の信託については、上記(1)と同じ方法により行っております。 

 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

 

４．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定額法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建  物 22年～50年

そ の 他 ３年～20年

（2）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、

行内における利用可能期間（主として５年・10年）に基づいて償却しております。 

（3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残

価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

 

６．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 



貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に

係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権につい

ては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保

証等による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 

現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、

「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証等

による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め

る額を計上しております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額のうち無担保与信額が一定額以上の

債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もる

ことができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権

の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しておりま

す。 

上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見

込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去

の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定し

ております。ただし、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者に係る債権の予想損失額

については、３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間（決算日から５年または

10年）の平均値に加え、景気循環を勘案した長期にわたる貸倒実績率の平均値を比較して損失率を

求め、将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直

接減額しており、その金額は30,369百万円であります。 

（2）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職

給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま

す。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数（主として14年）による定額法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌事業年度から損益処理 

（3）睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える

ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

（4）ポイント引当金 

ポイント引当金は、クレジットカード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、クレジット

カード会員に付与したポイントの使用により発生する費用負担に備えるため、当事業年度末におけ

る将来使用見込額を計上しております。 

（5）株式給付引当金 

株式給付引当金は、株式交付規程に基づく当行の取締役（社外取締役を除く）及び執行役員への

株式会社ひろぎんホールディングスの株式の交付等に備えるため、当事業年度末における株式給付

債務の見込額を計上しております。 

（6）固定資産解体費用引当金 

固定資産解体費用引当金は、建物等の解体に伴う支出に備えるため、将来発生すると見込まれる

額を計上しております。 



 

７．ヘッジ会計の方法 

（1）金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品

会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第

24号 2022年３月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジ

によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘ

ッジ対象となる貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルー

ピングのうえ特定し評価しております。 

また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、業種別委員会実務指針第24号に基づき

金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワッ

プ取引をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ

同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって

有効性の判定に代えております。 

（2）為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業におけ

る外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員

会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価

の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取

引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘ

ッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価して

おります。 

なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理を行ってお

ります。 

 

会計方針の変更 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基

準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した

時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし

た。 

また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的

な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響

額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減する方法により、当該期首残高から新たな会計方針を適

用しておりますが、これによる利益剰余金の当期首残高への影響はありません。 

 

（時価の算定に関する会計基準の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下、「時価算定会計

基準」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第８項に従いデリバティブ取引

の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可

能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準の適

用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当事業年

度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余

金等に反映しております。 

この結果、当事業年度の期首の利益剰余金が195百万円減少、特定取引資産が31百万円増加、その

他資産が11百万円減少、特定取引負債が211百万円増加、その他負債が418百万円増加、繰延税金負債

が189百万円減少、繰延ヘッジ損益が225百万円減少、１株当たり純資産額が１円34銭減少しておりま

す。 
  



重要な会計上の見積り 

会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表に計上した項目であって、翌事業年度に係る財務

諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものです。 

・貸倒引当金 

貸借対照表に占める貸出金等の割合は相対的に高く、貸倒引当金の計上が経営成績や財政状態に

及ぼす影響が大きいことから、会計上の見積りにおいて重要なものと判断しております。 

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額 

貸倒引当金 36,864百万円 

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法 

貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針 ６．引当金の計上基準（1）貸倒引当金」に

記載しております。 

なお、当事業年度末において、予想損失率の算定にあたり、将来見込み等必要な修正の検討

を行った結果、修正を実施しておりません。 

「重要な会計方針 ６．引当金の計上基準（1）貸倒引当金」に記載している資産査定とは、

資産の自己査定基準に基づき、保有する貸出金等に対して、債務者の状況等により債務者区分

を行った上で、回収の危険性や損失の発生可能性を個別に検討・分析し、その度合に応じて分

類区分することをいい、債務者区分に応じた償却・引当を適切に実施しております。なお、債

務者の財務状況、資金繰り、収益力等により、返済の能力を検討し、その状況等により正常先、

要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に債務者を区分しております。 

②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 

過去の貸倒実績率と将来の予想損失率には一定の関連性があるとの前提で、原則として、債

務者区分のうち、正常先、要注意先（貸出条件緩和債権等を有する債務者を含む）、破綻懸念

先に係る債権については、過去の貸倒実績率に基づく予想損失率を乗じて予想損失額を算定し、

予想損失額に相当する額を貸倒引当金として計上しております。 

なお、貸出条件の変更を行い、一定期間経過し財務状況等が悪化している債務者については、

今後信用リスクが増加する可能性が高いとする仮定に見直しております。 

債務者区分については、信用格付制度をベースに、債務者の実態的な財務状況、資金繰り、

収益力等により返済能力を検討し、債務者に対する貸出条件及びその履行状況を確認の上、業

種等の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、経営改善計画等の妥当性、キャッシ

ュ・フローによる債務償還能力、金融機関等の支援状況等を総合的に勘案して判定しておりま

す。 

また、合理的で実現可能性の高い経営改善計画等に沿って経営再建が進むと考えられる場合

には、当該貸出金等は貸出条件緩和債権及び破綻懸念先に係る債権には該当しないものとして

おります。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額のうち無担保与信額が一定額以

上の債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係る将来キャッシュ・フローを合理

的に見積もることができる債権については、債務者の経営実態を踏まえ、経営改善計画等に基

づいた債権の元本の回収及び利息の受取りに係る将来キャッシュ・フローの見積りを主要な仮

定として、貸倒引当金を計上しております。また、一部の破綻懸念先について、将来の回収が

見込めない金額に対して追加して貸倒引当金を計上しております。 

前事業年度末において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は今後も一定期間続く

ものと想定し、一部の業種への影響はあるものの、政府や自治体の経済対策や、当行及び他の

金融機関による支援等により、貸出金等に多額の損失が発生する事態に至らないとの仮定をお

いて、貸倒引当金を計上しております。 

当事業年度末は、当該仮定に重要な変更はないものの、新型コロナウイルス感染症の影響が

大きい特定の業種の債務者については、今後信用リスクが増加する可能性が高いとする仮定に

見直しております。 



当事業年度の経済環境や内部格付の変動状況等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大

による業績への影響度合いや収束後の回復見通しの程度に応じて、当該特定の業種に属する一

部の債務者について将来発生すると予想される損失額を追加して見積りを行い、貸倒引当金を

計上しております。 

③翌事業年度の財務諸表に与える影響 

債務者区分ごとの貸倒実績率を基礎とする予想損失額、当事業年度末時点の債務者区分、担

保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込額、並びに新型コロナウイルス感染症の影

響等、金額の算出に用いた主要な仮定には重要な見積りの不確実性が含まれています。 

貸倒引当金の見積りに関する主要な仮定については、財務諸表作成時における入手可能な最

善の情報に基づいておりますが、貸出先等の経営状況の悪化、経営改善計画等の履行状況、担

保価値の下落等が貸倒引当金計上時の前提と大きく乖離する場合や、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大が長期化し、その経済への影響が変化した場合には、業績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

会計上の見積りの変更 

貸出条件の変更を行った債務者のうち、一定期間経過し、かつ財務状況等で一定の要件を満たす債

務者、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい特定業種の債務者について今後信用リスクが増加

する可能性が高いとの仮定をおいて貸倒引当金を算定することにしました。 

また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者（与信額のうち無担保与信額が一定額以

上の債務者等を除く）については、前事業年度末においては３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実

績率の過去の一定期間を決算日から５年または10年としておりましたが、当事業年度末より、景気

循環を勘案した長期の算定期間も加え、比較検討して損失率を求め、これに将来見込み等必要な修

正の検討を行い、貸倒引当金を算定することにしました。 

この見積りの変更により、当事業年度の貸倒引当金及び貸倒引当金繰入額はそれぞれ7,549百万円

増加し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ7,549百万円減少しております。 
  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資金総額 5,620百万円

  

２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。

なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部

について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３

項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払

承諾見返の各勘定に計上されるものであります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 6,746百万円

危険債権額 37,271百万円

要管理債権額 40,126百万円

 三月以上延滞債権額 3,601百万円

 貸出条件緩和債権額 36,525百万円

小計額 84,144百万円

正常債権額 6,968,989百万円

合計額 7,053,134百万円

  破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

  危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものであります。 

  三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

  貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

  正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこ

れらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債

権であります。 

  なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 （表示方法の変更） 

  「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020年１月24日 内閣府令第３号）が2022年３

月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のため

の緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。 

 

３．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより

受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利

を有しておりますが、その額面金額は17,039百万円であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産  

有価証券 1,028,256百万円

貸出金 1,291,274百万円

その他資産 118百万円

担保資産に対応する債務  

預金 1,659百万円

売現先勘定 229,457百万円

債券貸借取引受入担保金 448,183百万円

借用金 1,152,382百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券725百万円及びその他の資産50,000百万円

を差し入れております。また、その他の資産には、保証金2,068百万円が含まれております。 

なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、

これにより引き渡した買入外国為替等の額面金額は、５百万円であります。 

 

５．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けること

を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、1,896,253百万円であります。こ

のうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが1,788,407百万円あ

ります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の

多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを

受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、

契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め

ている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を

講じております。 

 

６. 土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

再評価を行った年月日 1998年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（1998年

３月31日公布政令第119号）第２条第４号に

定める、地価税法第16条に規定する地価税の

課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算

定するために国税庁長官が定めて公表した方

法により算定した価額に基づいて、合理的な

調整を行って算出。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当事業年度末における時価の合計額と当該

事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

 21,606百万円

 
 
７. 有形固定資産の減価償却累計額 43,174百万円

  

８. 有形固定資産の圧縮記帳額 12,733百万円

 



９. ｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る保証債務の額は44,277百万円であります。 

 

10. 元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託21,925百万円であります。 

 

11. 関係会社に対する金銭債権総額 

 

10,232百万円

12. 関係会社に対する金銭債務総額 16,416百万円

  

13．単体自己資本比率（国内基準）は9.71%であります。 

 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益  

資金運用取引に係る収益総額 1,342百万円

役務取引等に係る収益総額 24百万円

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 46百万円

関係会社との取引による費用  

資金調達取引に係る費用総額 0百万円

役務取引等に係る費用総額 1,654百万円

その他の取引に係る費用総額（営業経費） 1,739百万円

 

２．関連当事者との取引に関する事項 

種類 
会社等 
の名称 
又は氏名 

議決権等の 
所有（被所 
有）割合 

関連当事者
との関係 

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 

親会社 
株式会社 
ひろぎんホー
ルディングス

被所有 
直接 

100.00％

経営管理等
役員の兼任

経営管理料
の支払 
（注１） 

1,682 － －

子会社 
ひろぎん保証
株式会社 

所有 
直接 

100.00％

各種ローン
の被債務保
証取引 

ローン債権
に対する被
債務保証 
（注２） 

－ － 876,662

（注１）経営管理料は、親会社の経営活動に必要な諸経費として合理的に見積もられた金額に基づき
算定され、当行においてもその妥当性を検証しております。 

（注２）保証条件は、商品ごとに保証対象の各種ローンの信用リスク等を勘案し、決定しております。 
 

（有価証券関係） 

 貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、

「預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。 

１．売買目的有価証券（2022年３月31日現在）  
  

 
当 事 業 年 度 の 損 益 に
含 ま れ た 評 価 差 額

（百万円） 

売買目的有価証券 △4
  

 

２．満期保有目的の債券（2022年３月31日現在） 

該当ありません。 

 

 



３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2022年３月31日現在） 
  

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価 

（百万円） 
差額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 － － －

関連法人等株式 － － －

出資金 － － －

合計 － － －
  

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額 
  

 貸 借 対 照 表 計 上 額 （ 百 万 円 ） 

子会社・子法人等株式 427 

関連法人等株式 0 

出資金 5,193 

 

４．その他有価証券（2022年３月31日現在） 
  

 種類 
貸借対照表計上額

（百万円） 
取得原価 

（百万円） 
差額 

（百万円） 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 64,014 25,904 38,109

債券 170,181 168,910 1,270

国債 48,127 47,804 322

地方債 61,457 61,040 416

社債 60,597 60,065 531

その他 44,554 42,309 2,244

小計 278,751 237,125 41,625

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 39,031 45,449 △6,417

債券 877,437 889,949 △12,512

国債 452,297 461,076 △8,779

地方債 202,478 204,606 △2,128

社債 222,661 224,266 △1,604

その他 462,023 483,205 △21,182

小計 1,378,492 1,418,604 △40,112

合計 1,657,243 1,655,730 1,513
  

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額 
  

 貸 借 対 照 表 計 上 額 （ 百 万 円 ） 

非上場株式 4,561 

その他 2,925 

 

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

該当ありません。 

 

 

 

 



６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 
  

 
売却額 

（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 4,888 2,067 295

債券 168,796 2,518 2,482

国債 161,027 2,516 2,371

地方債 － － －

社債 7,769 2 110

その他 426,765 6,021 9,477

合計 600,451 10,607 12,255
  

 

７．保有目的を変更した有価証券 

該当ありません。 

 

８．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等を除く）のうち、当該有価証券の時価が

取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないも

のについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失と

して処理（以下、「減損処理」という。）しております。 

当事業年度における減損処理額は、501百万円（うち、株式501百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当決算日において時価が取得原価に対

して50％以上下落している銘柄をすべて、また30％以上50％未満下落している銘柄のうち債務者区分

等を勘案し、必要と認められる銘柄を著しく下落したと判断しております。なお、著しく下落した場

合であっても、回復する見込みがあると認められる銘柄については、減損処理を行っておりません。 

 

（金銭の信託関係） 

１．運用目的の金銭の信託（2022年３月31日現在） 

該当ありません。 

 

２．満期保有目的の金銭の信託（2022年３月31日現在） 

該当ありません。 

 

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年３月31日現在） 
  

 
貸借対照表 
計上額 

（百万円） 

取得原価
（百万円）

差額 
（百万円）

う ち 貸 借 対 照 表 
計上額が取得原価 
を 超 え る も の 

（百万円） 

う ち 貸 借 対 照 表
計上額が取得原価
を 超 え な い も の

（百万円） 

その他の金銭の
信 託 

29,815 30,177 △361 99 460
  

（注）１．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上した
ものであります。 

２．｢うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

 
  



（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産  

貸倒引当金 19,708百万円

その他有価証券評価差額金 234百万円

有価証券評価損 696百万円

減価償却 1,006百万円

その他 2,779百万円

繰延税金資産小計 24,425百万円

評価性引当額 △1,210百万円

繰延税金資産合計 23,215百万円

繰延税金負債  

退職給付引当金 △12,954百万円

退職給付信託設定益・解除益 △2,872百万円

その他 △408百万円

繰延税金負債合計 △16,235百万円

繰延税金資産（△負債）の純額 6,980百万円

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 1,465円66銭

１株当たりの当期純利益金額 66円14銭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



信託財産残高表（2022年３月31日現在） 

 

（単位：百万円） 

資  産 金  額 負  債 金  額 

信 託 受 益 権 40,007 金 銭 信 託 91,976 

有 形 固 定 資 産 629 包 括 信 託 735 

銀 行 勘 定 貸 51   

現 金 預 け 金 52,023   

合 計 92,711 合 計 92,711 
 
（注）１．共同信託他社管理財産について取扱残高はありません。 

２．元本補てん契約のある信託については下表のとおりです。 
３．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

 

 

元本補てん契約のある信託 
金 銭 信 託                              （単位：百万円） 

資  産 金  額 負  債 金  額 

現 金 預 け 金 21,925 元 本 21,925 

計 21,925 計 21,925 
 
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 



（単位：百万円）

金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

（　負　債　の　部　）

2,577,343 預 金 8,747,570

5,899 譲 渡 性 預 金 338,041

8,000 売 現 先 勘 定 229,457

7,577 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保金 448,183

29,815 特 定 取 引 負 債 4,848

1,668,602 借 用 金 1,198,104

6,965,802 外 国 為 替 2,714

11,468 信 託 勘 定 借 51

119,324 そ の 他 負 債 77,770

105,027 退 職 給 付 に 係 る 負 債 51

建 物 31,813 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 27

土 地 54,820 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当金 1,110

リ ー ス 資 産 483 ポ イ ン ト 引 当 金 150

建 設 仮 勘 定 1,122 株 式 給 付 引 当 金 759

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 16,786 固 定 資 産 解 体 費 用 引 当金 307

8,244 再評価に係る繰延税金負債 13,241

ソ フ ト ウ エ ア 5,970 支 払 承 諾 38,859

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 2,274 負 債 の 部 合 計 11,101,249

58,164 （ 純　資　産　の　部 ）

5,015 資 本 金 54,573

38,859 資 本 剰 余 金 30,635

△ 38,313 利 益 剰 余 金 349,609

株 主 資 本 合 計 434,818

その他有価証券評価差額金 1,386

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 908

土 地 再 評 価 差 額 金 26,993

退職給付に係る調整累計額 5,476

その他の包括利益累計額合計 34,765

純 資 産 の 部 合 計 469,583

11,570,833 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合計 11,570,833資 産 の 部 合 計

退 職 給 付 に 係 る 資 産

繰 延 税 金 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

特 定 取 引 資 産

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

連結貸借対照表（2022年３月31日現在）

科　　　　　目

現 金 預 け 金

（　資　産　の　部　）

コールローン及び買入手形

買 入 金 銭 債 権



から
まで

114,013
73,516
57,083
11,953

24
2,067
2,386

178
26,323

641
6,670
6,683

0
6,682

90,520
3,941

837
40

△ 10
317
69
443

2,241
8,558
11,912
53,078
13,030
11,015
2,015

23,492
8,357

1,321
7,035

2,454
184

2,269
29,395

7,005
1,760

8,766
20,628
20,628

固 定 資 産 処 分 益

退 職 給 付 信 託 返 還 益

固 定 資 産 処 分 損

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

減 損 損 失

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 の 支 払 利 息

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

そ の 他 の 経 常 費 用

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

預 金 利 息

譲 渡 性 預 金 利 息

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

信 託 報 酬

そ の 他 の 経 常 収 益

償 却 債 権 取 立 益

コ ー ル マ ネ ー 利 息 及 び 売 渡 手 形 利 息

売 現 先 利 息

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息

借 用 金 利 息

資 金 運 用 収 益

科　　　　　　目

役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

貸 出 金 利 息

そ の 他 の 受 入 利 息

預 け 金 利 息

コ ー ル ロ ー ン 利 息 及 び 買 入 手 形 利 息

 2021年４月１日
2022年３月31日

連結損益計算書

（単位：百万円）

金　　　　　　額

経 常 収 益

有 価 証 券 利 息 配 当 金



連結注記表 

 
 
連結財務諸表の作成方針 
 

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づ

いております。 

 

（1）連結の範囲に関する事項 

①連結される子会社及び子法人等 ４社
 

ひろぎんビジネスサービス株式会社 ひろぎんリートマネジメント株式会社 

ひろぎんカードサービス株式会社 ひろぎん保証株式会社 
 
 ②非連結の子会社及び子法人等 ６社

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰

余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲

から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏

しいため、連結の範囲から除外しております。 

 

（2）持分法の適用に関する事項 

 ①持分法適用の非連結の子会社及び子法人等  

該当なし 

 ②持分法適用の関連法人等  

該当なし 

 ③持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 ６社

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金

（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

 ④持分法非適用の関連法人等  

該当なし 

 

（3）連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

３月末日 ４社

 
 



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

会計方針に関する事項 

（1）特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差

等を利用して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の

約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するととも

に、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上してお

ります。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価

により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したも

のとみなした額により行っております。 

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証

券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、

派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の

増減額を加えております。 

 

（2）有価証券の評価基準及び評価方法 

（イ）有価証券の評価は、売買目的有価証券（特定取引を除く）については時価法（売却原価は移

動平均法により算定)、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、

持分法非適用の非連結の子会社・子法人及び関連法人等の株式等については移動平均法による

原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、た

だし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

（ロ）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託につ

いては時価法、運用目的以外の金銭の信託については、上記（イ）と同じ方法により行ってお

ります。 

 

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

 

（4）固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定額法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建  物 22年～50年

そ の 他 ３年～20年

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主

として定率法（ただし2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額

法）により償却しております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、

当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年・10年）に基

づいて償却しております。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期

間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約

上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 



（5）貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に

係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権につい

ては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保

証等による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 

現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、

「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証等

による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め

る額を計上しております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額のうち無担保与信額が一定額以上の

債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もる

ことができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権

の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しておりま

す。 

上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見

込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去

の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定し

ております。ただし、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者に係る債権の予想損失額

については、３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間（決算日から５年または

10年）の平均値に加え、景気循環を勘案した長期にわたる貸倒実績率の平均値を比較して損失率を

求め、将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直

接減額しており、その金額は30,369百万円であります。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案

して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額をそれぞれ計上しております。 

 

（6）役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の

支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

 

（7）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える

ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

 

（8）ポイント引当金の計上基準 

ポイント引当金は、クレジットカード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、クレジット

カード会員に付与したポイントの使用により発生する費用負担に備えるため、当連結会計年度末に

おける将来使用見込額を計上しております。 

 

（9）株式給付引当金の計上基準 

株式給付引当金は、株式交付規程に基づく当行の取締役（社外取締役を除く）及び執行役員への

株式会社ひろぎんホールディングスの株式の交付等に備えるため、当連結会計年度末における株式

給付債務の見込額を計上しております。 



（10）固定資産解体費用引当金の計上基準 

固定資産解体費用引当金は、建物等の解体に伴う支出に備えるため、将来発生すると見込まれる

額を計上しております。 

 

（11）退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法

については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとお

りであります。 

数理計算上の差異 ：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数（主として14年）による定額法により按分した額を、それぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処理 

なお、連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職

給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

 

（12）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

 

（13）重要なヘッジ会計の方法 

①金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における

金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員

会実務指針第24号 2022年３月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規

定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺す

るヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定

の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。 

また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、業種別委員会実務指針第24号に基づ

き金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利

スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な

条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、

これをもって有効性の判定に代えております。 

②為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行

業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的

で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建

金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することに

よりヘッジの有効性を評価しております。 

なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理を行って

おります。 
 

上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対

応報告第40号 2022年３月17日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報

告に定められる特例的な取扱いを適用しております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ

関係の内容は、以下のとおりであります。 

ヘッジ会計の方法・・・主に繰延ヘッジ処理によっております。 

ヘッジ手段・・・金利スワップ、通貨スワップ 

ヘッジ対象・・・貸出金等 

ヘッジ取引の種類・・・相場変動を相殺、キャッシュ・フローを固定するもの 
 



会計方針の変更 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基

準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転

した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたし

ました。 

また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的

な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的

影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減する方法により、当該期首残高から新たな会計

方針を適用しておりますが、これによる利益剰余金の当期首残高への影響はありません。 

 

（時価の算定に関する会計基準の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下、「時価算定会計

基準」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第８項に従いデリバティブ

取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観

察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準

の適用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当連

結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当連結会計年度の期

首の利益剰余金等に反映しております。 

この結果、当連結会計年度の期首の利益剰余金が195百万円減少、特定取引資産が31百万円増加、

その他資産が11百万円減少、特定取引負債が211百万円増加、その他負債が418百万円増加、繰延税金

負債が189百万円減少、繰延ヘッジ損益が225百万円減少、１株当たり純資産額が１円34銭減少してお

ります。 

 

重要な会計上の見積り 

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した項目であって、翌連結会計年

度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものです。 

・貸倒引当金 

当行グループの連結貸借対照表に占める当行の貸出金等の割合は相対的に高く、貸倒引当金の計上

が経営成績や財政状態に及ぼす影響が大きいことから、会計上の見積りにおいて重要なものと判断し

ております。 

（1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 

貸倒引当金 38,313百万円 

（当行で計上した金額 36,864百万円） 

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法 

貸倒引当金の算出方法は、「会計方針に関する事項（5）貸倒引当金の計上基準」に記載してお

ります。 

なお、当連結会計年度末において、予想損失率の算定にあたり、将来見込み等必要な修正の検討

を行った結果、修正を実施しておりません。 

「会計方針に関する事項（5）貸倒引当金の計上基準」に記載している資産査定とは、資産の自

己査定基準に基づき、保有する貸出金等に対して、債務者の状況等により債務者区分を行った上で、

回収の危険性や損失の発生可能性を個別に検討・分析し、その度合に応じて分類区分することをい

い、債務者区分に応じた償却・引当を適切に実施しております。なお、債務者の財務状況、資金繰

り、収益力等により、返済の能力を検討し、その状況等により正常先、要注意先、破綻懸念先、実

質破綻先及び破綻先に債務者を区分しております。 

②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 

過去の貸倒実績率と将来の予想損失率には一定の関連性があるとの前提で、原則として、債務者



区分のうち、正常先、要注意先（貸出条件緩和債権等を有する債務者を含む）、破綻懸念先に係る

債権については、過去の貸倒実績率に基づく予想損失率を乗じて予想損失額を算定し、予想損失額

に相当する額を貸倒引当金として計上しております。 

なお、貸出条件の変更を行い、一定期間経過し財務状況等が悪化している債務者については、今

後信用リスクが増加する可能性が高いとする仮定に見直しております。 

債務者区分については、信用格付制度をベースに、債務者の実態的な財務状況、資金繰り、収益

力等により返済能力を検討し、債務者に対する貸出条件及びその履行状況を確認の上、業種等の特

性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、経営改善計画等の妥当性、キャッシュ・フローによ

る債務償還能力、金融機関等の支援状況等を総合的に勘案して判定しております。 

また、合理的で実現可能性の高い経営改善計画等に沿って経営再建が進むと考えられる場合には、

当該貸出金等は貸出条件緩和債権及び破綻懸念先に係る債権には該当しないものとしております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額のうち無担保与信額が一定額以上の

債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係る将来キャッシュ・フローを合理的に見積

もることができる債権については、債務者の経営実態を踏まえ、経営改善計画等に基づいた債権の

元本の回収及び利息の受取りに係る将来キャッシュ・フローの見積りを主要な仮定として、貸倒引

当金を計上しております。また、一部の破綻懸念先について、将来の回収が見込めない金額に対し

て追加して貸倒引当金を計上しております。 

前連結会計年度末において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は今後も一定期間続く

ものと想定し、一部の業種への影響はあるものの、政府や自治体の経済対策や、当行及び他の金融

機関による支援等により、貸出金等に多額の損失が発生する事態に至らないとの仮定をおいて、貸

倒引当金を計上しております。 

当連結会計年度末は、当該仮定に重要な変更はないものの、新型コロナウイルス感染症の影響が

大きい特定の業種の債務者については、今後信用リスクが増加する可能性が高いとする仮定に見直

しております。 

当連結会計年度の経済環境や内部格付の変動状況等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大

による業績への影響度合いや収束後の回復見通しの程度に応じて、当該特定の業種に属する一部の

債務者について将来発生すると予想される損失額を追加して見積りを行い、貸倒引当金を計上して

おります。 

③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響 

債務者区分ごとの貸倒実績率を基礎とする予想損失額、当連結会計年度末時点の債務者区分、担

保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込額、並びに新型コロナウイルス感染症の影響等、

金額の算出に用いた主要な仮定には重要な見積りの不確実性が含まれています。 

貸倒引当金の見積りに関する主要な仮定については、連結財務諸表作成時における入手可能な最

善の情報に基づいておりますが、貸出先等の経営状況の悪化、経営改善計画等の履行状況、担保価

値の下落等が貸倒引当金計上時の前提と大きく乖離する場合や、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大が長期化し、その経済への影響が変化した場合には、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会計上の見積りの変更 

貸出条件の変更を行った債務者のうち、一定期間経過し、かつ財務状況等で一定の要件を満たす債

務者、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい特定業種の債務者について今後信用リスクが増加す

る可能性が高いとの仮定をおいて貸倒引当金を算定することにしました。 

また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者（与信額のうち無担保与信額が一定額以

上の債務者等を除く）については、前連結会計度末においては３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実

績率の過去の一定期間を決算日から５年または10年としておりましたが、当連結会計年度末より、景

気循環を勘案した長期の算定期間も加え、比較検討して損失率を求め、これに将来見込み等必要な修

正の検討を行い、貸倒引当金を算定することにしました。 

この見積りの変更により、当連結会計年度の貸倒引当金及び貸倒引当金繰入額はそれぞれ7,549百

万円増加し、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ7,549百万円減少しております。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社の株式を除く） 5,193百万円 

  

２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。

なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は

一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条

第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに

支払承諾見返等の各勘定に計上されるものであります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 7,993百万円

危険債権額 37,271百万円

要管理債権額 40,126百万円

 三月以上延滞債権額 3,601百万円

 貸出条件緩和債権額 36,525百万円

小計額 85,391百万円

正常債権額 6,970,106百万円

合計額 7,055,498百万円

  破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

  危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものであります。 

  三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

  貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

  正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこ

れらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債

権であります。 

  なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 （表示方法の変更） 

  「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020年１月24日 内閣府令第３号）が2022年３

月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のため

の緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。 

 



３．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより

受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利

を有しておりますが、その額面金額は、17,039百万円であります。 

 

４．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産  

有価証券 1,028,256百万円

貸出金 1,291,274百万円

その他資産 118百万円

担保資産に対応する債務  

預金 1,659百万円

売現先勘定 229,457百万円

債券貸借取引受入担保金 448,183百万円

借用金 1,152,382百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券725百万円及びその他資産50,000百万円を

差し入れております。また、その他資産には、金融商品等差入担保金38,762百万円、保証金2,116百

万円及び先物取引差入証拠金511百万円が含まれております。 

なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、

これにより引き渡した買入外国為替等の額面金額は、５百万円であります。 

 

５．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けること

を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、1,893,153百万円であります。こ

のうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが1,785,307百万円あ

ります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の

多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを

受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、

契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め

ている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を

講じております。 

 

６. 土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再

評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して

おります。 

再評価を行った年月日 1998年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める、

地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計

算の基礎となる土地の価額を算定するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算定した価額

に基づいて、合理的な調整を行って算出。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当連結会計年度末における時価の合計額と

当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

 21,606百万円

  
 



７. 有形固定資産の減価償却累計額 43,257百万円

  

８. 有形固定資産の圧縮記帳額 

 

12,733百万円

９. ｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る保証債務の額は44,277百万円であります。 

 

10. 元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託21,925百万円であります。 

 

11．連結自己資本比率（国内基準）は、9.93%であります。 

 

（連結損益計算書関係） 

１．｢その他の経常収益」には、株式等売却益5,925百万円を含んでおります。 

 

２．｢その他の経常費用」には、貸出金償却957百万円、株式等償却527百万円、株式等売却損343百万円、

貸出債権売却等による損失179百万円を含んでおります。 

 

３．包括利益は、△15,071百万円であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当行及びグループ会社（以下、「当行」という。）は、銀行業務を中心に、信用保証、クレジッ

トカード等の金融サービスを提供しております。これらの業務のうち、中核をなす銀行業務におい

ては、預金の受け入れによる資金調達、貸出金や有価証券投資による資金運用を行っております。

当行が保有する金融資産及び金融負債は金利変動、為替変動及び価格変動を伴うことから、こうし

た変動による不利な影響が生じないように、資産・負債の総合管理（ＡＬＭ）を行っており、その

一環として、デリバティブ取引も行っております。また、お客さまへのリスクヘッジ手段の提供を

目的としたデリバティブ取引も行っております。 

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

当行が保有する金融資産は、主として国内の取引先に対する貸出金であり、貸出先の信用状態の

悪化等によってもたらされる信用リスクに晒されております。また、有価証券は、主に株式、債券、

及び投資信託であり、満期保有目的、純投資目的及び地域経済の発展や当行の中長期的な企業価値

の向上などを目的に保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リ

スク、市場価格の変動リスクに晒されております。 

借入金、社債及びコマーシャル・ペーパーは、一定の環境の下で当行が市場を利用できなくなる

場合など、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。 

デリバティブ取引には、取引先の金融ニーズに基づく為替予約や通貨スワップ等、及びＡＬＭの

一環として行う金利スワップ等があり、金利・為替などの市場変化により損失が発生する市場リス

クや、取引相手方の破綻等により当初の契約どおりに取引が履行されなくなる信用リスク（カウン

ター・パーティーリスク）に晒されております。このうちＡＬＭの一環として行う金利スワップ等

は、これらをヘッジ手段として、ヘッジ対象である貸出金等に関わる金利の変動リスクに対してヘ

ッジ会計を適用しております。これらのヘッジの有効性の評価方法は、実務指針等に定められた方

法により評価しております。 

 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

信用リスクとは、信用供与先の信用状態の悪化等により、資産の価値が減少ないし消失し、損

失を被るリスクのことです。 

（審査体制） 

当行では、営業店が採り上げる主要な貸出案件について、営業部門とは独立した審査部門が、

厳正な審査を行う体制となっております。審査部門では、業種毎に審査ラインを設けて対応して

いるほか、取引先企業の財務内容を健全化し、企業再生を実現するための専担ラインを設けてお

り、取引先の経営改善支援の取組みにも力を注いでおります。 

貸出案件の採り上げに当たっては、取締役会が定めた「与信基本原則規程」に基づき、法令や

公序良俗に反する案件を排除することはもちろん、資金使途や返済原資、保証や担保等を十分確

認するほか、収益性や公共性の観点からも慎重な検討を行っております。 

また、お客さまからの借入条件の変更等の申込みについては、同様に取締役会が定めた「金融

円滑化管理に関する基本方針」に基づき、お客さまの実態に合わせた真摯な対応を行っています。

審査においては財務諸表等の表面的計数や特定の業種であることのみに基づく機械的・画一的な

判断を行わない等、お客さまのニーズ・悩みを共有し、創意工夫する中で、適切かつ迅速な審査

を行うこととしています。 

審査体制の充実・強化については、個別与信管理の中で企業の信用力の適切な把握に努めてい

るほか、様々な研修等により行員の審査能力向上を図る等、継続的に取り組んでおります。 

（信用格付制度をベースとしたリスク管理） 

貸出金の信用リスクを客観的に把握するため、当行では信用格付制度を導入し、取引先の信用



力格差を財務データ等に基づき12段階に細分化して、その変化を継続的に把握しております。ま

た、格付に基づく信用リスクの計量化を実施し、貸出資産における信用リスクの状況の把握等に

活用しております。 

さらに、格付別のデフォルト率やデフォルト先からの回収実績等、信用リスクの計量化に必要

なデータを蓄積・整備するとともに、高度な計量化手法を導入し、より精緻にリスク量を把握す

るよう努めております。 

（資産の自己査定） 

信用格付制度の運営と並行して、毎年度行う資産の自己査定により、貸出等の資産内容の健全

性を厳しくチェックしております。具体的には、営業店で融資先の財務状況に基づき査定した結

果について、その妥当性を本店の審査部門でチェックしております。さらに、リスク統括部が主

要なものを抽出し、再度、その妥当性と正確性を厳格に検証するとともに、監査部門がプロセス

監査を実施しております。この自己査定に基づいて、回収ができないと合理的に見込まれるもの

は、全額引当処理（当該連結会計年度の損失として計上すること）を行い、資産の内容を常に健

全な状態に保っております。 

② 市場リスクの管理 

市場リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場のリスク・ファクターの変動

により、保有する資産の価値が変動し、損失を被るリスクのことです。 

当行では、有価証券だけでなく、預貸金等を含めた資産・負債の総合管理（ＡＬＭ）の充実・

強化を図ることによって金利をはじめとする市場リスクをコントロールし、収益の安定化を図っ

ております。ＡＬＭに基づく分析・シミュレーション結果は、経営計画策定上の重要な判断要素

として毎年度の経営方針に反映しております。 

また、市場リスクの管理を厳格に実施するため、リスク量の限度額等を設定するとともに、ヘ

ッジ方針や資産価値が減少した場合の報告・協議ルール等を定め、市場の動きに迅速かつ適切に

対応し、収益の安定化を図る体制を構築しております。限度額等の遵守状況は、ポジション額、

リスク量、損益状況等の主要な計数とともに日次で管理しております。 

また、時価主義会計に的確に対応して、保有目的区分に基づく厳正な会計処理を行い、市場価

格の変動を適切に財務内容に反映しております。 

（トレーディング取引のリスク管理） 

トレーディング目的の取引（有価証券及びオフバランス取引において、短期的な売買差益やお

客さまの依頼に基づく取次等を目的とした取引）については、特別な管理として特定取引勘定を

設置し、時価に基づく透明な会計処理を実施して管理強化を図っております。自己ポジションに

よるディーリングについては、ポジション枠やロスカット等に関する厳格なルールの下で、限定

的なポジションでの運営に努めているほか、対顧客取引については、原則として銀行間市場でフ

ルカバーをとることにより、スクエアポジションでの運営を実施しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

流動性リスクとは、予期せぬ資金の流出等により、資金繰りがつかなくなる場合や、通常より

著しく高い金利での資金調達を余儀なくされること等により損失を被るリスクのことです。 

当行では、短期間のストレス下における資金流出に備えるため、国債などの高流動性資産を確

保しております。また、長期的な資金調達リスクの軽減を図るため、流動性の乏しい貸出金と預

金、長期市場調達等の安定性調達との差額である安定性ギャップを管理しております。 

さらに、資金繰り及び流動性リスクの状況や資金繰りに影響を与える事項についてモニタリン

グを行い、不測の事態が発生した場合も迅速かつ的確に対応する体制を整備しております。 

 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

 



２．金融商品の時価等に関する事項 

2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。

なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、現金預け金、

コールローン及び買入手形、買入金銭債権、外国為替（資産・負債）、売現先勘定並びに債券貸借取

引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しており

ます。 

   （単位：百万円）

 
連結貸借対照表
計  上  額

時価 差額 

（1）特定取引資産（＊１）  

売買目的有価証券 1,376 1,376 －

（2）金銭の信託 29,815 29,815 －

（3）有価証券  

その他有価証券 1,655,922 1,655,922 －

（4）貸出金 6,965,802  

貸倒引当金（＊２） △36,751  

 6,929,051 7,044,440 115,389

資産計 8,616,165 8,731,554 115,389

（1）預金 8,747,570 8,747,789 219

（2）譲渡性預金 338,041 338,043 1

（3）借用金 1,198,104 1,198,025 △79

負債計 10,283,715 10,283,858 142

デリバティブ取引（＊３）  

ヘッジ会計が適用されていないもの 1,970 1,970 －

ヘッジ会計が適用されているもの（＊４） (22,846) (22,846) －

デリバティブ取引計 (20,875) (20,875) －
  

（＊１）特定取引資産には、デリバティブ取引は含めておりません。 
（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 
（＊３）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して

表示しております。 
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味
の債務となる項目については、（ ）で表示しております。 

（＊４）ヘッジ対象である貸出金等の相場変動を相殺するため、またはキャッシュ・フローの固
定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用
しております。なお、これらのヘッジ関係に「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ
会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年３月17日)を適用しております。 

（注１）市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報 

の「その他有価証券」には含まれておりません。 

  （単位：百万円） 
  

区分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式（＊１）（＊２） 4,561

その他 8,119
  

（＊１）非上場株式については、「金融商品の時価等の時価開示に関する適用指針」（企業会計基
準適用指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりませ
ん。 

（＊２）当連結会計年度において、非上場株式について26百万円減損処理を行っております。 
 
 
 
 



３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される

当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時

価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して

おります。 

 

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

当連結会計年度（2022年３月31日） 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金銭の信託 － 29,815 － 29,815

特定取引資産及び有価証券  

売買目的有価証券  

国債・地方債等 122 1,253 － 1,376

その他有価証券  

国債・地方債等 500,424 263,935 － 764,360

社債 － 230,894 52,363 283,258

株式 103,046 － － 103,046

その他 166,830 147,201 － 314,031

デリバティブ取引  

金利関連 － 5,574 － 5,574

通貨関連 － 8,031 1,345 9,377

その他 － － 53 53

資産計 770,423 686,707 53,762 1,510,893

デリバティブ取引  

金利関連 － 3,059 － 3,059

通貨関連 － 31,296 1,470 32,767

その他 － － 53 53

負債計 － 34,356 1,523 35,880
 

（＊１）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）
第26項に定める経過措置を適用した投資信託については、上記表には含めておりません。連結
貸借対照表における当該投資信託の金額は181,875百万円であります。 

（＊２）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）
第27項に定める経過措置を適用した組合出資金については、上記表には含めておりません。連
結貸借対照表における当該組合出資金の金額は9,350百万円であります。 

（＊３）デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は22,846百
万円であります。 

 
 
 
 



（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

当連結会計年度（2022年３月31日） 

 （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

貸出金 － － 7,044,440 7,044,440

資産計 － － 7,044,440 7,044,440

預金 － 8,747,789 － 8,747,789

譲渡性預金 － 338,043 － 338,043

借用金 － 1,188,292 9,733 1,198,025

負債計 － 10,274,124 9,733 10,283,858

 

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

金銭の信託 

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている

有価証券については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示さ

れた価格等によっており、構成物のレベルに基づき、レベル２に分類しております。 

なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記

載しております。 

特定取引資産及び有価証券 

特定取引資産及び有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できる

ものはレベル１の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。 

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類

しております。主に地方債、社債、住宅ローン担保証券がこれに含まれます。 

私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額を信用リスク等のリスク

要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率が観察不能であることか

らレベル３の時価に分類しております。 

貸出金 

貸出金については、貸出商品の種類、貸出金利の種類、一定の期間及び内部格付に基づく区

分ごとに、将来キャッシュ・フローを同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引

いて時価を算定（＊）しております。 

（＊）金利スワップ等の特例処理の対象とされた長期貸出金の時価については、金利スワップ

等の時価を当該長期貸出金の時価に加算して算出しております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証等によ

る回収可能見込額に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結

貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額

を時価としております。 

貸出金のうち、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等か

ら、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうで

ない場合はレベル２の時価に分類しております。  

負 債 

預金、及び譲渡性預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなし

ております。また、定期預金の時価は、預金商品の種類、一定の期間ごとに区分して、将来キ

ャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受

け入れる際に使用する利率を用いております。 

当該時価はレベル２の時価に分類しております。  



借用金 

借用金については、調達の種類ごとに、将来キャッシュ・フローを同様の新規調達を行った

場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、約定期間が短期間のもの

は、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうで

ない場合はレベル２の時価に分類しております。  

デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベ

ル１の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。 

ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、

取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技

法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利

や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行の信用リス

クに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が

重要でない場合はレベル２の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為

替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価

に分類しており、通貨関連取引、その他（地震デリバティブ等）が含まれます。  

 

（注２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

 

（1）重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2022年３月31日） 
 

区分 評価技法 
重要な観察できない

インプット 
インプットの範囲 

インプットの 
加重平均 

有価証券   

その他有価証券   

私募債 現在価値技法 割引率 0.35％―10.92％  0.52％ 

 

（2）期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2022年３月31日） 

（単位：百万円） 
 

 期首残高 

当期の損益又は
その他の包括利益

購入、
売却、
発行及び
決済の純

額 

レベル３
の時価へ
の振替

レベル３
の時価か
らの振替

期末残高 

当期の損益に
計上した額の
うち連結貸借
対照表日にお
いて保有する
金融資産及び
金融負債の評

価損益 
(＊１) 

損益に 
計上 

(＊１) 

その他の
包括利益
に計上

有価証券    

その他有価証券    

私募債 54,470 2 △1,114 △994 － － 52,363 －

デリバティブ取引    

通貨関連（＊２） △59 △65 － － － － △124 △65

その他（＊２） 0 － － △0 － － － －
 

（＊１）連結損益計算書の「特定取引収益」及び「その他業務収益」に含まれております。  

（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務及び利益・損失は純額で表示しており、正
味の債務・損失となる項目については、△で示しております。 

 



（3）時価の評価プロセスの説明 

当行グループはバック部門にて時価の算定に関する方針、手続き及び、時価評価モデルの使用

に係る手続きを定めております。ミドル部門は当該モデル、使用するインプット及び算定結果と

しての時価が方針及び手続きに準拠しているか妥当性を確認しております。またバック部門は当

該確認結果に基づき時価のレベルの分類について判断しております。第三者から入手した相場価

格を時価として利用する場合においては、使用されている評価技法及びインプットの確認等の適

切な方法により価格の妥当性を検証しております。 

 

（4）重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

割引率は、TIBORやスワップ・レートなどの基準市場金利に対する調整率であり、主に信用リス

クから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対し市場参加者が必要とする報酬額で

あるリスク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇（低下）は、時価の著

しい下落（上昇）を生じさせます。 

 

（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券、「現金預け金」中の譲

渡性預け金及び「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。 

１．売買目的有価証券（2022年３月31日現在） 
  

 
当連結会計年度の損益に
含 ま れ た 評 価 差 額

（百万円） 

売買目的有価証券 △4
  

 

２．満期保有目的の債券（2022年３月31日現在） 

該当ありません。 

 

３．その他有価証券（2022年３月31日現在） 
  

 種類 
連結貸借対照表

計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

株式 64,014 25,904 38,109

債券 170,181 168,910 1,270

国債 48,127 47,804 322

地方債 61,457 61,040 416

社債 60,597 60,065 531

その他 44,554 42,309 2,244

小計 278,751 237,125 41,625

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

株式 39,031 45,449 △6,417

債券 877,437 889,949 △12,512

国債 452,297 461,076 △8,779

地方債 202,478 204,606 △2,128

社債 222,661 224,266 △1,604

その他 462,023 483,205 △21,182

小計 1,378,492 1,418,604 △40,112

合計 1,657,243 1,655,730 1,513
 



４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

該当ありません。 

 

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 
  

 
売却額 

（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 4,888 2,067 295

債券 168,796 2,518 2,482

国債 161,027 2,516 2,371

地方債 － － －

社債 7,769 2 110

その他 426,765 6,021 9,477

合計 600,451 10,607 12,255
  

 

６．保有目的を変更した有価証券 

該当ありません。 

 

７．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等を除く）のうち、当該有価証券の時価が

取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないも

のについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度

の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は、501百万円（うち、株式501百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当連結決算日において時価が取得原価

に対して50％以上下落している銘柄をすべて、また30％以上50％未満下落している銘柄のうち債務者

区分等を勘案し、必要と認められる銘柄を著しく下落したと判断しております。なお、著しく下落し

た場合であっても、回復する見込みがあると認められる銘柄については、減損処理を行っておりませ

ん。 
 
 

（金銭の信託関係） 

１．運用目的の金銭の信託（2022年３月31日現在） 

該当ありません。 

 

２．満期保有目的の金銭の信託（2022年３月31日現在） 

該当ありません。 

 

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年３月31日現在） 
  

 
連結貸借対照表 

計上額 
（百万円） 

取得原価
（百万円）

差額 
（百万円）

うち連結貸借対照 
表計上額が取得原 
価を超えるもの 
（百万円） 

うち連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えないもの

（百万円） 

その他の金銭の
信 託 

29,815 30,177 △361 99 460
  

（注）１．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末における市場価格等に基づく時価により
計上したものであります。 

２．｢うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

 



（収益認識関係） 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報（2022年３月31日） 

                       （単位：百万円） 

区分 当連結会計年度 

顧客との契約から生じる経常収益 24,105 

上記以外の経常収益 89,907 

外部の顧客に対する経常収益 114,013 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 1,503円28銭

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 66円04銭
 

（重要な後発事象） 
（子会社間の合併） 

当行は、2022年５月13日開催の取締役会において、関係当局の認可等を前提に、当行の子会社で
あるひろぎん保証株式会社とひろぎんカードサービス株式会社（総称して、以下「両社」という。）
の合併について決議し、両社の取締役会においても、それぞれ決議のうえ、合併契約を締結いたし
ました。 
１．取引の概要 
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容 

結合企業の名称   ひろぎん保証株式会社 
事業の内容     信用保証業務 
被結合企業の名称  ひろぎんカードサービス株式会社 
事業の内容     クレジットカード業務、信用保証業務 

(2)企業結合日（予定） 
2023年４月１日 

(3)企業結合の法的形式 
ひろぎん保証株式会社を存続会社、ひろぎんカードサービス株式会社を消滅会社とする吸収合
併 

(4)結合後企業の名称 
ひろぎん保証株式会社（商号変更予定） 

(5)その他取引の概要に関する事項 
業務の効率化によるグループ経営の一層の強化及びサービスの一層の充実を目的として吸収合
併するものです。 

 
２．実施する会計処理の概要 
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）
に基づき、共通支配下の取引として処理を行う予定であります。 

 
 


